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食物アレルギー対応チェック

除去食
(例：かきたま汁）

一部献立の除去
（例：果物・ヨーグルト等）

弁当・代替食持参
（例：エビピラフ等）

○ 当該児童生徒が誤っておかわりしないように確認する。
　おかわりの際は、アレルギー対応の児童生徒かどうか確認する。

○ 当該児童生徒が他の児童生徒の給食をもらうなどのやりとりをしないように確認する。

○ 給食中から当該児童生徒の様子を観察し、症状の早期発見に努める。

ｖ
食物アレルギー対応のある全児童生徒に関する情報を全職員で共有

学級担任等（可能な限り複数の教職員）で

「アレルギー対応献立表」通りに間違いなく配膳できたか最終チェック

「アレルギー表示献立表」を確認し保護者の指示に基づき配膳（または除去）

除去食が間違いなく配膳

されたか

（学年・組・氏名・献立名・

対応内容を確認)

対象となる献立が配膳されていないか

持参した弁当・代替食が

そろっているか

配
膳

クラスに違う食品の除去食の対応者がいる場合、特に注意

献立内容の把握

担任不在時の対応

補欠授業計画に「食物アレルギー」の欄を設ける等、担任以外の教員も確認できるようにする。

アレルギー児童生徒
○ 自身のアレルギー原因食品を理解し、対応献立表を見て、食べられるものと食べられない

ものを確認する。

○ 運搬や配膳、返却の際、除去した食材に触れることがないように注意する。

（給食当番活動に配慮）

○ 配食された献立が対応献立表と異なる場合は、担任（教職員）に伝えて確認する。

○ 弁当を持参している場合は、持参していることを担任（教職員）に伝える。

弁当を持参しているか（朝の会で確認）

弁当の保管場所の確認（いつ、だれが、どこで）

○除去食の容器は本人以外触れない

○お玉の共用の禁止

チェック!

喫
食


